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【今月の法改正等のお知らせ】 最近の気になる改正等の情報 
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※続きはＰａｇｅ１-２（会員）で記載しています。 

消費者庁ＨＰ 「食品表示法改正」資料から作成 

「食品表示法の改正案」が衆議院で可決、１１月２９日に参議院で審議されています。 
食品衛生法改正に伴い、食品表示法も改正されます。 
 

＜理由＞ 

「食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保に関し重要な役割を果たして
いることに鑑み、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について食品
表示基準に従った表示がされていない食品を回収する食品関連事業者等に回収に着
手した旨及び回収の状況の届出を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、
この法律案を提出する理由である。 

自治体により、また事業
者により公表に差があり
ましたが、全ての回収の
届出が義務化される予定
です。 

■食品衛生法の食品リコール情報の報告制度の創設に伴い、営業者が自主回収を行う場合に、自治体
へ報告する仕組みの構築の関連として食品表示法も改正されるものです。 
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  【先月の回収事故の分析】 ２０１８年１０月 

3 Ｐａｇｅ２               食品法令 

行政公表の画像からアレルゲン卵の表示の欠落の方が問題ですが、アレルゲンに関する指摘
はありませんでした。「卵白」と表示があること、また注意喚起で「卵」の記載があることから、問
題を見落としたのでしょうか? 
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事件 時期 回収内容 

添加物の過剰表
示（アレルゲンの
誤記あり） 

 ２０１８. １０.７  
 和菓子にて添加物の誤表示（使用していない着色
料「青4」を表示したため。） 
画像から卵のアレルゲン表示の不備もみられる。 

原材料名に「卵白」と記載され、かつ「卵」の注意喚起が表示されていても、卵のアレルゲンの表示としては不適正ですね。 
その理由はわかりますか？ 

※ 解説はＰａｇｅ２-２,3（会員）で記載しています。 



  【案内】 「乳等を主要原料とする食品」の原材料名は？ 
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いわゆる乳主原を原材料と使用した場合その名称は「乳又は乳製品を主要原料
とする食品」「乳等を主要原料とする食品」と表示することができます。 
乳主原は乳等省令で定義され、一般的な名称とされているからです。 

＜食品表示基準別表第１９＞ 

「乳等を主要原料とする食品」の原材料名の場合、「乳」の特定原材料を含む拡大表記となるため、
個別表示の場合は乳のアレルゲンを含む旨の表示は省略できます。 

加工食品の個別の表示事項の表示方法（横断的義務表示以外） 
「乳等を主要原料とする食品」等の一般
的な名称の他に商品名を表示すること
ができます。 
従って、「プリンの素」や乳脂肪が主要
原料であれば「乳脂肪加工品」等の商
品名に類する原材料名を使用できると
推察します。 
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      コラム【Ｑ＆Ａ】 
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※ 解答と解説はＰａｇｅ4-２,3（会員）で記載しています。 

【Ｑ７９】 食品表示基準第３条第１項の製造所の表示において、製造ではなく、加工
が行われた場合は、加工所として表示することになっています。ここで「加工（調整又は
選別を含む。）」と記載されています。加工行為の中で調製や選別とはどのような行為
でしょうか？ 

 調製や選別の行
為は加工者表示
です。 

疑問をほぐす 



   
食品表示基準Ｑ＆Ａの第５次改正（平成３０年９月）から、これまでの表示ルール
と変更された内容について、確認して参ります。 

調味料や甘味料、香料や着色料の味、香り、色に関する添加物はキャリーオー
バーとみなさず、表示する旨が明記されました。 

コラム【ちょっと深く、考える】 
 

第５次改正 基準Ｑ＆Ａについて 
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※ 解説はＰａｇｅ５-２（会員）で記載しています。 

「新食品添加物 表示の実務」の書籍においては、従来から同様の記載があり、運用上は効果を五感に訴え
るような調味料（アミノ酸等）、着色料、香料は最終製品に効果があると思われる場合は、キャリーオーバー
とはみなされず、表示する必要があるとされています。 

新設のＱ＆Ａ
では「効果あ
るよ」と言い
切っています。 

新設のＱ＆Ａ（５次改正） 



 ステップ４： 追加ラベル要件 

シンガポールの食品表示の対訳 

Ｐａｇｅ６ 

食品輸出するために 
英語に強くなる。 

＜単語集＞  expiry date： 消費期限   sweetening agents：甘味物質   advisory：注意の    information：情報 

海外シリーズ

その４７   

            原文                                     対訳 

海外の食品表示の内容を知ることにより輸出や輸入業務に役立ててください。東南アジアを中心に主要国の英文対訳を掲載します。 
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【次号最終回１２月につづく】 

1. 1.あなたの製品は、消費期限
付きのラベルが必要ですか？ 

2.製品に甘味料が含まれていて、

子供が消費する場合は勧告で注
意喚起が求められていますか？ 
 

3.あなたの製品は、他の勧告でラベル
に必要な表示が求められていますか？ 

4.あなたの製品が特別な用途の

場合、あなたはラベルに特定の製
品情報を付けましたか？ 

11頁参照 

19頁参照 

14-16頁参照 

13頁参照 
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著作権法によりこう食品法令の事前の許可なしに複写・引用等の使用は禁止されています。 
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 （編集後記） 年会員の会費で当ＨＰが運用されています。年会員限定のサービスを希望される方は、
お手数ですがお問い合わせフォームから、年会員（月にコーヒー１杯の価格相当分です）の登録をお
願いいたします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 会員の皆様には実務に役立つ定期機関紙をお送りしております。また、法令等の実務上のご質問も
承ります。また、日頃の疑問点の判断資料として当コンサルをご利用くだされば幸甚です。実務上で
困った時のご相談もお待ちしております。 
２０１８年も実務に役立つ内容になるよう、発信してまいります。 
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（セネカ） 


